
高石市地場産品開発・改良支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高石市ふるさと寄附金を通じて地場産業の振興と地域の活性化を図

るため、魅力的な返礼品（特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基

準等を定める件（平成31年総務省告示第179号）第５条に定める基準に該当するものに限

る。以下同じ。）の開発又は既存の返礼品の改良に資する事業を行う高石市ふるさと寄

附金の返礼品協力事業者（以下「協力事業者」という。）に対して、予算の範囲内で高

石市地場産品開発・改良支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

関し、高石市補助金等交付規則（昭和57年高石市規則第14号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、協力事業者又は協力事

業者となる見込みのある者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 市町村民税を滞納していないこと。 

 (2) 次のア及びイのいずれにも該当しない者であること。 

  ア 高石市暴力団排除条例（平成24年高石市条例第20号）第２条第１号に規定する暴

力団又は同条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは同

条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）であ

ること。 

  イ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する者を補助対象者と

しないことができる。 

 (1) 同一の会計年度において、既に第６条第１項の規定による補助金の交付の決定を受

けている者 

(2) 同一の会計年度において、国、地方公共団体等による助成金等であって、この補助

金と同様のものの交付を受けている者又は受ける見込みがある者 

(3) その他市長が適当でないと認める者 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が行う

次に掲げる事業とする。 

 (1) 高石市ふるさと寄附金の返礼品として登録する新たな製品等を開発する事業 

 (2) 高石市ふるさと寄附金の既存の返礼品を改良する事業 

 (3) その他市長が適当と認める事業 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の実

施に必要な経費のうち、別表に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助の

対象としないものとする。 



(1) 消費税及び地方消費税相当額 

(2) その他適当と認められない経費 

２ 補助金の額は、補助対象経費の額に３分の２を乗じて得た額(1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額)又は200,000円のいずれか低い額とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、高石市地場産

品開発・改良支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 直近２年間の納税証明書 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、

必要と認めたときは、補助金の交付を決定し、高石市地場産品開発・改良支援事業補助

金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付の決定に際して必要な条件を付することができる。 

（補助対象事業の変更、中止又は廃止の承認） 

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、当該交付決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容若しくは補助事

業の実施に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合又は補

助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、高石市地場産品開発・改良支援事業変

更・中止・廃止承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、承認を受けなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要

と認めたときは、当該申請に係る変更又は中止若しくは廃止を承認し、高石市地場産品

開発・改良支援事業変更・中止・廃止承認通知書（様式第６号）により補助事業者に通

知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業の実施が完了したとき（前条第２項の規定による廃止の

承認を受けた場合を含む。）は、完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金

の交付決定を受けた年度の末日のいずれかの早い期日までに高石市地場産品開発・改良

支援事業補助金に係る補助事業実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

 (1) 収支決算書（様式第８号） 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

（補助金の額の確定） 



第９条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査した後、交

付すべき補助金の額を確定し、高石市地場産品開発・改良支援事業補助金確定通知書（様

式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１０条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、高石市地場産品開発・

改良支援事業補助金交付請求書（様式第10号）を速やかに市長に提出しなければならな

い。 

（財産の管理等） 

第１１条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認

を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大

蔵省令第15号）に定められた期間又はそれに準ずるものと認められる期間を経過した場

合はこの限りではない。 

２ 補助事業者が前項の規定による承認を得て財産を処分したことにより収入を得た場合

は、市長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがで

きる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

区分 内容 

報償費 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金等 

旅費 外部専門家に支払う旅費等 

消耗品費 
製品等の容器若しくは包装材の購入費、事業の実施に必要な少額の物品購

入費等 

印刷製本費 パッケージ、包装紙、シール、販促用チラシ等の印刷費等 

手数料 各種許認可の取得に要する経費、成分分析その他の検査に要する経費等 

委託料 パッケージデザイン委託料、試作品の外注委託料等 

原材料費 製品等の開発又は改良のための試作に使用する原材料費等 

備品購入費 製品等の開発又は改良に必要と認められる備品の購入に要する経費等 

 


